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要
旨

本
法
律
案
は
、
低
未
利
用
土
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
市
街
地
の
整
備
を

一
層
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
の
再
生
を
図
る
た
め
、
低
未
利
用
土
地
の
利
用
及
び
管
理
に
関
す
る
指
針
を
立
地
適
正
化

計
画
の
記
載
事
項
と
し
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
に
誘
導
施
設
の
立
地
を
誘
導
す
る
た
め
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
特
例
を
創
設

す
る
と
と
も
に
、
都
市
計
画
協
力
団
体
の
指
定
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

１

低
未
利
用
土
地
の
利
用
及
び
管
理
に
関
す
る
指
針
を
立
地
適
正
化
計
画
の
記
載
事
項
と
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
は
、

同
指
針
に
即
し
低
未
利
用
土
地
の
所
有
者
等
に
対
し
援
助
を
行
う
も
の
と
し
、
さ
ら
に
、
市
町
村
長
は
、
低
未
利
用
土
地

の
所
有
者
等
に
対
し
同
指
針
に
即
し
た
管
理
を
行
う
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

市
町
村
は
、
複
数
の
土
地
等
に
一
括
し
て
利
用
権
等
を
設
定
す
る
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。



３

都
市
再
生
推
進
法
人
の
業
務
に
、
立
地
適
正
化
計
画
に
記
載
さ
れ
た
居
住
誘
導
区
域
又
は
都
市
機
能
誘
導
区
域
内
に
お

け
る
低
未
利
用
土
地
の
一
時
保
有
等
に
係
る
業
務
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

４

都
市
機
能
誘
導
区
域
内
の
低
未
利
用
土
地
を
集
約
し
商
業
施
設
、
医
療
施
設
等
の
誘
導
施
設
の
整
備
を
図
る
た
め
の
土

地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
、
集
約
換
地
の
特
例
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

５

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
共
同
で
整
備
又
は
管
理
す
る
交
流
広
場
等
の
施
設
に
係
る
立
地
誘
導
促
進
施
設
協
定
制
度
を
創

設
す
る
こ
と
と
す
る
。

６

都
市
機
能
誘
導
区
域
内
に
お
け
る
誘
導
施
設
の
休
廃
止
に
係
る
届
出
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

７

公
共
公
益
施
設
の
転
用
の
柔
軟
化
、
駐
車
施
設
の
附
置
義
務
の
適
正
化
等
に
関
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ

と
と
す
る
。

二

都
市
計
画
法
の
一
部
改
正

１

市
町
村
長
は
、
都
市
計
画
の
案
の
作
成
、
意
見
の
調
整
等
を
行
う
住
民
団
体
等
を
都
市
計
画
協
力
団
体
と
し
て
指
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

都
市
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
都
市
施
設
等
に
つ
い
て
官
民
連
携
に
よ
り
確
実
な
整
備
を
図
る
た
め
の
都
市
施
設
等
整



備
協
定
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

立
体
道
路
制
度
の
適
用
対
象
の
拡
充
等
に
関
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正

二
の
３
の
立
体
道
路
制
度
の
適
用
対
象
の
拡
充
に
関
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

四

都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一
の
４
に
係
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
対
す
る
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

五

施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
す
る
。

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。


